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 配電事業者は、次世代の電力プラットフォームに向け、具体的には、例えば、以下のような形で貢
献が期待できるのではないか。

配電事業者が果たすことが期待される役割・効果
【論点②】配電事業等の分散型グリッドの導入により期待される効果と、その導入促進のための事業環境整備の在り方

①供給安定性・
レジリエンス向上

② 電力システムの
効率化
③ 再エネ等の分散
電源の導入促進

④ 地域サービスの
向上

期待される効果 配電事業者が提供できる価値の例
•災害時等に、オフグリッド化し独立運用することにより、配電エリア内の
需要家に対して電力供給サービスを継続。

•従来は、原則、新規の宅地開発エリア等で、エネマネ事業者等が自営
線を敷設してこうしたサービスを実現（特定供給、特定送配電事業）。

•今後、エネマネ事業者等は、配電事業ライセンスを活用することにより、
一般送配電事業者の設備も活用し、より広い地域でこうしたサービ
スを実現可能に。

•再エネ接続ニーズの多い地域では電源接続案件募集プロセス等により
設備増強を実施中。また、基幹送電網等では日本版コネクト＆マネー
ジの取り組みを実施中。

•他方、基幹送電網等以外にも、低圧接続案件の増加により、一般負
担によって設備増強が必要となる箇所も増加中。

•今後、一般送配電事業者が他のプラットフォーマーと連携する等により、
配電事業ライセンスを活用し、デジタル技術も活用した出力制御や、
ローカルフレキシビリティ市場による抑制枠の取引等、高度な運用を
行うことにより、設備増強を回避しつつ、再生可能エネルギーを大量
に接続、効率的に運用することが可能に。

留意事項
（前回の議論の整理）

•自治体等が出資する「地域新電力」の取組が各地で出現。
•今後、これらの事業者が、配電事業ライセンスを活用することにより、地
産地消の取組をより深化させることが可能に。

• 平常時の周波数調整等の業
務は、当面、一般送配電事
業者に委託することが可能。

• オフグリッド時の供給条件は、
約款において明確化が必要。

• 参入時は委託等も活用しつつ、
将来的は、周波数調整等の
技術的能力を備えていくことが
必要。

• 電源接続ルールを含め、配電
事業者は、独自の託送供給
等約款を策定することが可能。

• 配電事業者がローカルエリアに
おいて、総じて出力を抑制する
等により、系統混雑を回避す
る運用を行う場合には、一般
送配電事業者への適切な情
報共有が必要。
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• 再エネと調整力（コジェネ）を組み合わせたエネルギーの面的利用システムを構築するこ
とで、災害時の早期復旧に大きく貢献。

• 千葉県睦沢町では、防災拠点である道の駅を近隣住民に開放し、トイレや温水シャワー
を提供、800人以上の住民が利用。

むつざわスマートウェルネスタウン 経過概要
9月9日（月） 5時 町内全域停電

9日（月） 9時 コジェネを立ち上げ住宅と道の駅に供給開始
10日（火） 10時 コジェネの排熱を活用し温水シャワーを提供
11日（水） 9時 系統復電

↑ 2019年9月17日付 電気新聞

道の駅Aゾーン
（太陽光、太陽熱、

コジェネ設置）

＜むつざわスマートウェルネスタウン（SWT）＞
事業者：㈱CHIBAむつざわエナジー
システム概要：天然ガスコジェネと再エネ（太陽
光と太陽熱）を組み合わせ、自営線（地中
化）で道の駅（防災拠点）と住宅へ供給。コ
ジェネの排熱は道の駅併設の温浴施設で活用。
供給開始：2019年9月1日
※経産省、及び環境省の予算事業を活用

住宅ゾーン
（自営線供給）

↑周辺が停電する中、照明がついている
むつざわSWT

【引用：㈱CHIBAむつざわエナジーHP】

9

（参考）むつざわスマートウェルネスタウン（特定供給）
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（参考）低圧事業用の連系申し込みにより特別高圧の対策工事が必要な事例

第20回 系統ワーキンググループ
（2019.3.18）
資料４（東京電力PG提出資料）より
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